
令和４年度（2022年度）市町村エゾシカ対策評価機能構築事業委託業務処理要領（案） 

 

１ 目的 

この要領は北海道（以下「委託者」という。）が、エゾシカの適正な保護管理を進めるため、

北海道内の市町村が適切なエゾシカ対策を実施できるよう、エゾシカ対策に関連する基礎データ

（以下「基礎データ」という）を市町村ごとに集約・集積し、エゾシカ対策評価調書（以下「評

価調書）という」にとりまとめることにより、毎年変化するエゾシカ関連指標を分析・評価でき

るシステムを構築することを目的として●●（受託者）に委託する、令和４年度（2022年度）市

町村エゾシカ対策評価機能構築事業委託業務を円滑かつ効果的に実施するために、委託契約書及

び特記仕様書のほか必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 業務内容 

（１） 委託者が提供する市町村別基礎データの入力 

委託者が提供する基礎データ（電子）を、市町村ごとに所定のデータベースフォーマット（CSV）

（以下「市町村別フォーマット」という）を作成の上、別紙「エゾシカ対策評価調書データ作成

目次」及び「エゾシカ対策評価調書仕様及び作業内容」に基づき、入力する。 

 

（２） 市町村別オープン基礎データの入力 

委託者が指定する基礎データを、公的機関等が公表するオープンデータから引き出し、別紙「エ

ゾシカ対策評価調書データ作成目次」及び「エゾシカ対策評価調書仕様及び作業内容」に基づき、

市町村別フォーマットに入力する。 

※ （１）、（２）の入力にあたっては、必ず入力オペレーター以外の者が、各基礎データが正

しく入力されているかチェックすることとし、受託者は、令和５年（2023年）３月１日（水）

を目途に業務の進捗状況を業務担当員に報告するとともに、その時点までの成果品を仮提

出する。 

業務担当員は仮提出された入力データを基にエラー箇所等の確認作業を行い、受託者に

対して修正を依頼し、受託者は依頼内容に従って入力データの修正を行うこと。 

 

（３） 評価調書の作成及び、評価調書への基礎データ反映の設定、数式設定説明書の作成 

市町村ごとの評価調書を、エクセル（マイクロソフト社）により作成し、（１）（２）により入

力した基礎データが自動反映されるよう設定を行う。 

また、委託業務終了後、北海道や市町村のエゾシカ対策担当者が基礎データを追加・反映でき

るよう、基礎データを評価調書に反映する方法を記した数式設定説明書を作成する。 

※ 評価調書の様式（形態）については、令和５年（2023年）３月１日（水）を目途に業務担

当員と相談の上調整を行うものとする。 

※ （１）、（２）により入力した基礎データが、適切に評価調書に反映されるかのチェックを



行い、齟齬が生じた場合は、適切に齟齬を解消すること。 

 

３ 契約期間 

  契約締結の日から令和５年（2023年）３月２２日（水）まで 

 

４ 業務処理計画書 

  受託者は、契約締結後速やかに、２に定めた業務ごとの作業内容や工程等について詳細な業務

処理計画書（任意様式）を作成し、委託者に提出するものとする。 

 

５ 成果品及び数量 

  受託者は委託業務を完了したときは、速やかに委託業務の処理の成果を記載した実績報告書（別

記様式）及び次に記載する成果品を委託者に提出すること。 

 

（１） 処理内容報告書：紙媒体（Ａ４版）及び電子媒体（DVD-R等）各１部 

基礎データの CSV表、評価調書のそれぞれについて、様式（データ未入力のもの）と、各振

興局の筆頭市町村（14市町村分）のデータを入力・反映したものを、紙及び PDFファイル

に出力し提出すること。 

（４） 各種データ：電子媒体（DVD-R等）各１部 

・基礎データ（CSV） 

・評価調書データ（基礎データを反映させたもの） 

・基礎データを評価調書に反映させる方法を記した数式設定説明書データ 

    

６ 成果品の取扱い 

  委託業務の成果品に附帯する著作権等一切の権利は、委託者に帰属するものとし、受託者は当

該業務による成果を委託者の許可なく第三者に公開してはならない。 

 

７ 提供データの取扱い 

  受託者は、業務終了後、すべての提供データ（オープンデータを除く）について、消去ツールに

よる消去もしくはメディアの裁断、磁気破壊処理を行うこととし、その内要を示した消去証明書

を受託者に提出する。 

 

８ 機密情報及び個人情報 

  受託者は、機密情報及び個人情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。 

 

９ 業務内容等の変更等 

  受託者は、やむを得ない事情によりこの要領に定める業務内容等の変更等を必要とする場合に



は、あらかじめ委託者と協議の上、委託者の承認を得ること。 

 

10 業務処理要領に定めのない事項 

  この要領に定めのない事項については、業務担当員の指示によるものとする。 

 

11 その他 

（１）委託業務に必要な資料は、委託者から受託者に貸与するものとする。 

（２）委託業務の処理に必要な環境構築等に要する経費は、受託者で負担するものとする。 

（３）この要領の内容に疑義が生じた場合には、業務担当員と事前協議するものとする。  



エゾシカ対策評価調書データ作成目次

項目名 中項目 分類 説明
振興局・市町村名 ー 情報取得機関 北海道庁

確認資料名 最新の振興局・市町村情報から更新
補足説明 ※2022/12/16時点最新データ:平成26年から令和4年7月1日

行政面積 ー 情報取得機関 国土交通省
確認資料名
補足説明 ※2022/12/16時点最新データ:平成26年から令和4年7月1日

各面積詳細 森林面積 情報取得機関 農林水産省
確認資料名 農林業センサスの林野面積から集計
補足説明

国有林 情報取得機関 農林水産省
確認資料名 農林業センサスの林野面積から集計
補足説明

道有林 情報取得機関 農林水産省
確認資料名 農林業センサスの林野面積から集計
補足説明

民有林 情報取得機関 林野庁
確認資料名 農林業センサスの所有形態別林野面積から集計
補足説明

農地面積・水田・畑地 情報取得機関 農林水産省
確認資料名 市町村別データの耕地面積から集計
補足説明

果樹園 情報取得機関 農林水産省
確認資料名 農業生産に関する統計の結果樹面積
補足説明 2018年の最終データを参考値として使用する

放牧地 情報取得機関 農林水産省
確認資料名 農林業センサスの総土地面積及び林野面積から集計
補足説明 ー

その他 情報取得機関 農林水産省
確認資料名 ー
補足説明 数式で表示。（行政面積 － その他以外の項目）

気象 ー 情報取得機関 気象庁HPより、過去の気象データ・ダウンロードより作成
確認資料名 https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php
補足説明 ※測定地点で山間部に近い地点を測定値とする

人口 ー 情報取得機関 北海道庁
確認資料名 住民基本台帳人口・世帯数
補足説明 ※市町村別で5歳ごとの人数のため集計要

農業人口 ー 情報取得機関 農林水産省
確認資料名 農業センサスの年齢階層別の基幹的農業従事者数
補足説明

狩猟免許所持者（総数） ー 情報取得機関 北海道 環境生活部自然環境局野生動物対策課
確認資料名 狩猟免許データベース
補足説明 個人名等は北海道で抹消

農業被害 ー 情報取得機関 北海道 環境生活部自然環境局野生動物対策課
確認資料名 農林業被害全道集計（年度別）
補足説明

交通被害 ー 情報取得機関 北海道 環境生活部自然環境局野生動物対策課
確認資料名 エゾシカによる市町村別交通事故（年度別）
補足説明

捕獲数 ー 情報取得機関 北海道 環境生活部自然環境局野生動物対策課
確認資料名 エゾシカ捕獲統計（市町村別一覧:過去分から一連）
補足説明

ライトセンサス結果 ー 情報取得機関 北海道 環境生活部自然環境局野生動物対策課
確認資料名 ライトセンサスデータ（過去分から一連）
補足説明

SPUE（目撃努力量） ー 情報取得機関 北海道 環境生活部自然環境局野生動物対策課
確認資料名 道総研SPUEメッシュ別データ（年度別）
補足説明

CPUE（捕獲努力量） ー 情報取得機関 北海道 環境生活部自然環境局野生動物対策課
確認資料名 道総研CPUEメッシュ別データ（年度別）
補足説明

鳥獣被害防止総合対策交付金被害防止計画 ー 情報取得機関 北海道 環境生活部自然環境局野生動物対策課
確認資料名 市町村別被害防止計画書（PDF版）
補足説明 一部エリアスペース設定

被害防止対策 ー 情報取得機関 ー
確認資料名 エリアスペース設定のみ（範囲、大きさ等は別途北海道から指示）
補足説明 対応無し

地図情報 ー 情報取得機関 ー
確認資料名 エリアスペース設定のみ（範囲、大きさ等は別途北海道から指示）
補足説明 対応無し

対策評価レーダーチャート ー 情報取得機関 ー
確認資料名 エリアスペース設定のみ（範囲、大きさ等は別途北海道から指示）
補足説明 対応無し

対応方向 ー 情報取得機関 ー
確認資料名 エリアスペース設定のみ（範囲、大きさ等は別途北海道から指示）
補足説明 対応無し

ー 情報取得機関 受託事業者
確認資料名 評価調書枠組み見本及び作成CSVデータ
補足説明

評価調書枠組みとCSVデータからの取り込み数式等
の設定



エゾシカ対策評価調書 仕様及び作業内容
仕様、作業内容説明 備考

■振興局名 ・プルダウン機能を使い容易に選択できるようにする
■市町村名 ・プルダウン機能を使い振興局で絞込みされるようにする

担当部署名 ・担当部署名は作業不要、追記可とする
■行政面積 ・市町村名を選択時に、A_CSVデータ参照され、

森林面積 　表示が切り替わる仕様とする
国有林 ・その他は、行政面積から各項目を引いた数値が
道有林 　表示される仕様とする
民有林 ・その他は市町村未選択時は、空白表示になる仕様とする
農地面積
水田
畑地
牧草地
果樹園
放牧地
その他

■河川 ・作業不要
一級河川
二級河川
普通河川

■気象 ・市町村名を選択時に、A_CSVデータ参照され、
年平均気温 　表示が切り替わる仕様とする
2月平均最高気温
2月平均最低気温
8月平均最高気温
8月平均最低気温
年降水量
積雪開始日
積雪終了日
最深積雪深

■人口 ・市町村名を選択時に、A_CSVデータ参照され、
人口計 　表示が切り替わる仕様とする
男性計
男性19歳以下
男性20～29歳
男性30～39歳
男性40～49歳
男性50～59歳
男性60～69歳
男性70歳以上
女性計
女性19歳以下
女性20～29歳
女性30～39歳
女性40～49歳
女性50～59歳
女性60～69歳
女性70歳以上

■農業人口 ・市町村名を選択時に、A_CSVデータ参照され、
専業 　表示が切り替わる仕様とする
第1種兼業
その他

項目名



■狩猟免許所持者（総数） ・市町村名を選択時に、A_CSVデータ参照され、
狩猟免許所持者（総数） 　表示が切り替わる仕様とする
18～29歳
30～39歳
40～49歳
50～59歳
60～69歳
70歳以上
第1種計
18～29歳
30～39歳
40～49歳
50～59歳
60～69歳
70歳以上
第2種計
18～29歳
30～39歳
40～49歳
50～59歳
60～69歳
70歳以上
わな猟計
18～29歳
30～39歳
40～49歳
50～59歳
60～69歳
70歳以上

■農業被害 ・年度総数は市町村名を選択時に、B_CSVデータ参照され、
-10年度総数 　表示が切り替わる仕様とする
-9年度総数
-8年度総数
-7年度総数
-6年度総数
-5年度総数
-4年度総数
-3年度総数
-2年度総数
前年度総数
水稲_金額 ・水稲以下項目は、市町村名を選択時に、
水稲_面積 　A_CSVデータ参照され、表示が切り替わる仕様とする
小麦_金額
小麦_面積
その他麦類_金額
その他麦類_面積
果樹_金額
果樹_面積
牧草_金額
牧草_面積
小豆_金額
小豆_面積
大豆_金額
大豆_面積
その他豆類_金額
その他豆類_面積
スイートコーン_金額
スイートコーン_面積



デントコーン_金額
デントコーン_面積
ビート_金額
ビート_面積
スイカ_金額
スイカ_面積
メロン_金額
メロン_面積
いちご_金額
いちご_面積
その他果菜類_金額
その他果菜類_面積
葉茎菜類_金額
葉茎菜類_面積
ばれいしょ_金額
ばれいしょ_面積
その他根菜類_金額
その他根菜類_面積
花き_金額
花き_面積
その他農作物_金額
その他農作物_面積
飼料・配合飼料_金額
飼料・配合飼料_面積
ロールパックサイレージ等_金額
ロールパックサイレージ等_個数
ビニールハウス_金額
ビニールハウス_面積
その他農業_金額
その他農業_面積
その他1（）_金額
その他1（）_面積
その他2（）_金額
その他2（）_面積
その他3（）_金額
その他3（）_面積

■交通被害 ・市町村名を選択時に、B_CSVデータ参照され、
道路事故 　表示が切り替わる仕様とする
-10年度
-9年度
-8年度
-7年度
-6年度
-5年度
-4年度
-3年度
-2年度
前年度
鉄路事故

■捕獲数 ・市町村名を選択時に、B_CSVデータ参照され、
-10年度総数 　表示が切り替わる仕様とする
-9年度総数
-8年度総数
-7年度総数
-6年度総数
-5年度総数
-4年度総数
-3年度総数



-2年度総数
前年度総数

許可捕獲頭数
-10年度総数
-9年度総数
-8年度総数
-7年度総数
-6年度総数
-5年度総数
-4年度総数
-3年度総数
-2年度総数
前年度総数

狩猟捕獲頭数
-10年度総数
-9年度総数
-8年度総数
-7年度総数
-6年度総数
-5年度総数
-4年度総数
-3年度総数
-2年度総数
前年度総数

ライトセンサス結果 ・市町村名を選択時に、A_CSVデータ参照され、
一般目撃数 　表示が切り替わる仕様とする
一般10km当
森林目撃数
森林10km当

SPUE（目撃努力量） ・市町村名を選択時に、A_CSVデータ参照され、
10～12月目撃メッシュ 　表示が切り替わる仕様とする
1～3月目撃メッシュ

CPUE（捕獲努力量） ・市町村名を選択時に、A_CSVデータ参照され、
10～12月捕獲メッシュ 　表示が切り替わる仕様とする
1～3月捕獲メッシュ

被害防止対策 ・作業不要
鳥獣被害防止総合対策交付金被害防止計画

・作業不要



市町村別捕獲数一覧

提供データ例　市町村別捕獲数

オス メス 不明 計 オス メス 不明 計 オス メス 不明 計

○○市 1986 0 0 0 0 3 1 0 4 3 1 0 4 25.0
○○市 1987 0 0 0 0 3 3 0 6 3 3 0 6 50.0
○○市 1988 6 0 0 6 9 5 0 14 15 5 0 20 25.0
○○市 1989 4 0 0 4 7 3 0 10 11 3 0 14 21.4
○○市 1990 24 0 0 24 11 11 0 22 35 11 0 46 23.9
○○市 1991 9 0 0 9 12 16 0 28 21 16 0 37 43.2
○○市 1992 12 0 0 12 13 6 0 19 25 6 0 31 19.4
○○市 1993 3 0 0 3 21 21 0 42 24 21 0 45 46.7
○○市 1994 0 0 0 0 5 6 0 11 5 6 0 11 54.5
○○市 1995 0 0 0 0 12 12 0 24 12 12 0 24 50.0
○○市 1996 0 0 0 0 34 78 0 112 34 78 0 112 69.6
○○市 1997 6 0 0 6 45 45 0 90 51 45 0 96 46.9
○○市 1998 52 40 0 92 58 62 0 120 110 102 0 212 48.1
○○市 1999 19 12 0 31 71 52 0 123 90 64 0 154 41.6
○○市 2000 7 10 0 17 47 59 0 106 54 69 0 123 56.1
○○市 2001 4 4 0 8 45 43 0 88 49 47 0 96 49.0
○○市 2002 10 17 0 27 8 9 0 17 18 26 0 44 59.1
○○市 2003 26 23 0 49 8 22 0 30 34 45 0 79 57.0
○○市 2004 31 37 0 68 25 27 0 52 56 64 0 120 53.3
○○市 2005 25 31 0 56 17 46 0 63 42 77 0 119 64.7
○○市 2006 31 53 0 84 49 81 0 130 80 134 0 214 62.6
○○市 2007 28 16 0 44 26 30 0 56 54 46 0 100 46.0
○○市 2008 49 37 0 86 33 39 0 72 82 76 0 158 48.1
○○市 2009 60 84 0 144 38 39 0 77 98 123 0 221 55.7
○○市 2010 49 104 0 153 25 51 0 76 74 155 0 229 67.7
○○市 2011 20 23 0 43 174 554 0 728 194 577 0 771 74.8
○○市 2012 29 49 0 78 80 193 0 273 109 242 0 351 68.9
○○市 2013 21 44 0 65 155 285 0 440 176 329 0 505 65.1
○○市 2014 5 10 0 15 159 234 0 393 164 244 0 408 59.8
○○市 2015 14 18 0 32 189 377 0 566 203 395 0 598 66.1
○○市 2016 14 8 0 22 193 251 0 444 207 259 0 466 55.6
○○市 2017 27 17 0 44 191 250 0 441 218 267 0 485 55.1
○○市 2018 16 3 0 19 126 225 0 351 142 228 0 370 61.6
○○市 2019 16 3 0 19 139 186 0 325 155 189 0 344 54.9
○○市 2020 21 12 0 33 168 227 0 395 189 239 0 428 55.8
○○市 2021 16 6 0 22 171 190 0 361 187 196 0 383 51.2

△△町 1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
△△町 1987 0 0 0 0 2 1 0 3 2 1 0 3 33.3
△△町 1988 0 0 0 0 9 2 0 11 9 2 0 11 18.2
△△町 1989 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 4 0.0
△△町 1990 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2 50.0
△△町 1991 0 0 0 0 5 4 0 9 5 4 0 9 44.4
△△町 1992 0 0 0 0 14 2 0 16 14 2 0 16 12.5
△△町 1993 0 0 0 0 15 11 0 26 15 11 0 26 42.3
△△町 1994 9 0 0 9 11 7 0 18 20 7 0 27 25.9
△△町 1995 4 0 0 4 36 14 0 50 40 14 0 54 25.9
△△町 1996 4 0 0 4 30 15 0 45 34 15 0 49 30.6
△△町 1997 12 2 0 14 66 17 0 83 78 19 0 97 19.6
△△町 1998 5 1 0 6 46 28 0 74 51 29 0 80 36.3
△△町 1999 6 0 0 6 30 22 0 52 36 22 0 58 37.9
△△町 2000 1 1 0 2 20 20 0 40 21 21 0 42 50.0
△△町 2001 5 3 0 8 12 13 0 25 17 16 0 33 48.5
△△町 2002 1 1 0 2 18 13 0 31 19 14 0 33 42.4
△△町 2003 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0.0
△△町 2004 1 3 0 4 11 3 0 14 12 6 0 18 33.3
△△町 2005 0 0 0 0 6 12 0 18 6 12 0 18 66.7
△△町 2006 6 5 0 11 14 10 0 24 20 15 0 35 42.9
△△町 2007 2 9 0 11 20 14 0 34 22 23 0 45 51.1
△△町 2008 11 7 0 18 28 9 0 37 39 16 0 55 29.1
△△町 2009 24 5 0 29 34 15 0 49 58 20 0 78 25.6
△△町 2010 16 20 0 36 25 30 0 55 41 50 0 91 54.9
△△町 2011 7 8 0 15 25 110 0 135 32 118 0 150 78.7
△△町 2012 9 5 0 14 63 58 0 121 72 63 0 135 46.7
△△町 2013 5 2 0 7 54 87 0 141 59 89 0 148 60.1
△△町 2014 7 16 0 23 70 61 0 131 77 77 0 154 50.0
△△町 2015 6 4 0 10 75 92 0 167 81 96 0 177 54.2
△△町 2016 26 16 0 42 78 68 0 146 104 84 0 188 44.7
△△町 2017 16 9 0 25 70 78 0 148 86 87 0 173 50.3
△△町 2018 16 5 0 21 120 89 0 209 136 94 0 230 40.9
△△町 2019 22 7 0 29 147 122 0 269 169 129 0 298 43.3
△△町 2020 14 9 0 23 182 148 0 330 196 157 0 353 44.5
△△町 2021 14 1 0 15 114 97 0 211 128 98 0 226 43.4

メス比率(%）市町村名 年
狩猟 有害駆除 合計



提供データ例　農業被害額　計約3500件

年度 振興局ＣＯＤＥ 振興局名 市町村CODE 市町村名 鳥獣種CODE 区分 鳥獣名 作物CODE 作物CODE 種別 作物名 単位CODE 単位 被害数量 被害金額（千円）

3 5 ○○振興局 0 ××町 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 101 農業 水稲 1 ha 24.00 4,476.00

3 5 ○○振興局 0 ××町 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 103 農業 その他麦類 1 ha 22.00 526.00

3 5 ○○振興局 0 ××町 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 102 農業 小麦 1 ha 3.00 62.00

3 5 ○○振興局 0 ××町 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 107 農業 大豆 1 ha 7.00 255.00

3 5 ○○振興局 0 ××町 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 106 農業 小豆 1 ha 1.00 8.00

3 5 ○○振興局 0 ××町 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 111 農業 ﾋﾞｰﾄ 1 ha 1.00 148.00

3 5 ○○振興局 0 ××町 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 116 農業 葉茎菜類 1 ha 1.00 358.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 103 農業 その他麦類 1 ha 12.00 122.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 109 農業 ｽｲｰﾄｺｰﾝ 1 ha 1.00 646.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 111 農業 ﾋﾞｰﾄ 1 ha 3.00 3,618.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 106 農業 小豆 1 ha 3.00 2,276.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 101 農業 水稲 1 ha 1.00 119.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 101 農業 水稲 1 ha 6.00 130.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 102 農業 小麦 1 ha 4.00 600.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 116 農業 葉茎菜類 1 ha 7.00 0.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 107 農業 大豆 1 ha 13.00 0.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 115 農業 その他果菜類 1 ha 4.00 50.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 109 農業 ｽｲｰﾄｺｰﾝ 1 ha 1.00 0.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 112 農業 ｽｲｶ 1 ha 0.00 4.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 116 農業 葉茎菜類 1 ha 1.00 50.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 115 農業 その他果菜類 1 ha 1.00 20.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 116 農業 葉茎菜類 1 ha 1.00 50.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 115 農業 その他果菜類 1 ha 1.00 10.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 115 農業 その他果菜類 1 ha 1.00 50.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 109 農業 ｽｲｰﾄｺｰﾝ 1 ha 0.00 15.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 101 農業 水稲 1 ha 0.00 485.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 115 農業 その他果菜類 1 ha 12.00 4,496.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 115 農業 その他果菜類 1 ha 0.00 1,300.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 101 農業 水稲 1 ha 211.00 13,418.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 118 農業 その他根菜類 1 ha 4.00 755.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 102 農業 小麦 1 ha 9.00 984.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 117 農業 ばれいしょ 1 ha 1.00 550.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 103 農業 その他麦類 1 ha 17.00 638.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 119 農業 花き 1 ha 1.00 10.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 105 農業 牧草 1 ha 12.00 350.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 113 農業 ﾒﾛﾝ 1 ha 0.00 10.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 116 農業 葉茎菜類 1 ha 0.00 29.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 101 農業 水稲 1 ha 2.00 866.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 102 農業 小麦 1 ha 0.00 21.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 107 農業 大豆 1 ha 1.00 333.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 101 農業 水稲 1 ha 1.00 866.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 102 農業 小麦 1 ha 0.00 21.00

3 5 ○○振興局 1 △△市 211 獣類 ﾆﾎﾝｼﾞｶ 1 107 農業 大豆 1 ha 0.00 333.00



提供データ例　交通事故　4009件

番号 発生年 発生月 発生日
発 生 場 所

( 市 町 村 )
動物名

1 03 01 1 ○○市 鹿

2 03 01 2 △△市 鹿

3 03 01 3 ××市 鹿

4 03 01 4 ○○市 鹿

5 03 01 5 △△市 鹿

6 03 01 6 ××市 鹿

7 03 01 7 ○○市 鹿

8 03 01 8 △△市 鹿

9 03 01 9 ××市 鹿

10 03 01 10 ○○市 鹿

11 03 01 11 △△市 鹿

12 03 01 12 ××市 鹿

13 03 01 13 ○○市 鹿

14 03 01 14 △△市 鹿

15 03 01 15 ××市 鹿

16 03 01 16 ○○市 鹿

17 03 01 17 △△市 鹿

18 03 01 18 ××市 鹿

19 03 01 19 ○○市 鹿

20 03 01 20 △△市 鹿

21 03 01 21 ××市 鹿

22 03 01 22 ○○市 鹿

23 03 01 23 △△市 鹿

24 03 01 24 ××市 鹿

25 03 01 25 ○○市 鹿

26 03 01 26 △△市 鹿

27 03 01 27 ××市 鹿

28 03 01 28 ○○市 鹿

29 03 01 29 △△市 鹿

30 03 01 30 ××市 鹿



○○振興局

走行距離 識　別

 （㎞） 成獣 一本角 不明 不　明

農耕地 ○○ 数字6桁 11.5 2 6 8

森　林 ×× 数字6桁 11.9 5 61 66

農耕地 ○○ 数字6桁 8.5 6 50 1 87 144 ｷﾂﾈ2･ﾀﾇｷ1

森　林 ×× 数字6桁 13.1 2 61 19 82 ｷﾂﾈ1･ﾀﾇｷ2

農耕地 ○○ 数字6桁 12.0 4 2 9 3 1 19 ｷﾂﾈ3

森　林 ×× 数字6桁 7.9 4 7 5 16

○○町 農耕地 ○○ 数字6桁 12.4 24 2 43 43 112 ｷﾂﾈ3･ﾀﾇｷ5

××町 農耕地 ×× 数字6桁 12.0 3 1 28 2 4 38 ｷﾂﾈ2

農耕地 ○○ 数字6桁 12.2 0 ｷﾂﾈ1･ﾀﾇｷ1

森　林 ×× 数字6桁 10.8 0 ｷﾂﾈ1･ｱﾗｲｸﾞﾏ2

農耕地 ○○ 数字6桁 5.9 1 1 4 2 1 9

森　林 ×× 数字6桁 2.8 1 1

農耕地 ○○ 数字6桁 11.0 9 11 32 5 53 110 ｷﾂﾈ2･ﾃﾝ3

森　林 ×× 数字6桁 5.5 2 5 2 1 10 ｷﾂﾈ2･ﾀﾇｷ1･ｱﾗｲｸﾞﾏ1

農耕地 ○○ 数字6桁 10.0 8 4 17 1 30

森　林 ×× 数字6桁 10.0 9 14 23 46

○○市 農耕地 ○○ 数字6桁 10.5 5 4 15 24 ｷﾂﾈ3

農耕地 ×× 数字6桁 17.7 1 5 1 7 14 ｷﾂﾈ1･ｳｻｷﾞ1

森　林 ○○ 数字6桁 17.0 1 7 46 54 ｷﾂﾈ3･ﾀﾇｷ1

農耕地 ×× 数字6桁 10.5 12 12 ｷﾂﾈ4

森　林 ○○ 数字6桁 10.9 1 6 4 11 ｷﾂﾈ2

農耕地 ×× 数字6桁 11.2 1 14 15 ｷﾂﾈ1

森　林 ○○ 数字6桁 9.1 2 7 1 5 15 ｷﾂﾈ3･ｱﾗｲｸﾞﾏ1

農耕地 ×× 数字6桁 10.0 8 6 4 18

森　林 ○○ 数字6桁 9.0 48 111 3 75 237 ｷﾂﾈ2

農耕地 ×× 数字6桁 9.3 3 29 32

森　林 ○○ 数字6桁 6.6 2 3 5

××市

△△市

××村

△△村

××市

△△市

○○市

○○市

××市

△△市

△△町

○○村

提供データ例　ライトセンサス結果

エゾシカライトセンサス集計票

市町村 コース 地区名 GISno.
オ　　ス

メ　ス 幼獣 合　計 その他の動物



（別記様式第１号） 
 

計画作成年度 平成３１年度 

計 画 主 体    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

鳥獣被害防止計画 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈連 絡 先〉      担 当 部 署 名   
所  在  地   
電 話 番 号        Ｆ Ａ Ｘ 番 号   
メールアドレス             
 

 
 
 
 

提供データ例　市町村鳥獣被害防止計画



 －1－ 

１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

対象鳥獣 エゾシカ・アライグマ・タヌキ・ヒグマ・キツネ・カラス・ 
オットセイ 

計画期間 平成３１年度～平成３３年度 

対象地域 の全域 

 
２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 
（１）被害の現状（平成３０年度） 
鳥獣の種類 被 害 の 現 状 

品   目 被 害 数 値 
エ ゾ シ カ 牧草・デントコー

ン・野菜類 
３０７．３ha 約１６，２０８千円 

アライグマ 家畜飼料・野菜類 ０．５ha 約１，６２０千円 

タ ヌ キ 家畜飼料・野菜類 不   明 

ヒ グ マ 家畜飼料・野菜類 ０．７５ha 約２，５８１千円 

キ ツ ネ 家畜飼料・野菜類 不   明 

カ ラ ス 家畜飼料・野菜類 ４８千円 

オットセイ 水産物 不   明 

漁具 ４７１反 約２，２９３千円 

 

（２）被害の傾向 
エ ゾ シ カ  本町におけるエゾシカの生息状況は、町内全域に生息しており、

牧草・家畜飼料・野菜類に甚大な被害を与え、平成３０年度の被害

額は約１６，２０８千円になるなど過去最大の被害額として問題と

なっている。生息数はライトセンサスによる調査でも増加傾向にあ

り、町内広範囲に被害が拡大している。近年は森林被害(樹皮の食害、
苗木の食害)や特に、新規野菜農家の参入による露地野菜被害の報告
も受けている。また、シカが路上に飛び出し車や列車と接触するな

どの生活環境被害もある。 

アライグマ  近年、捕獲数が増加傾向にあることから、生息数は減少していな

いと推測される。 
畜産農家が保管している飼料などに被害や野菜農家が栽培してい

る露地野菜に被害が発生している。また家庭菜園などの各種野菜の

食害や踏付けがあり、被害地域は全町に及んでいる。 

タ ヌ キ  近年、捕獲数が増加傾向にあることから、生息数は減少していな

いと推測される。 
畜産農家が保管している飼料などに被害や野菜農家が栽培してい

る露地野菜に被害が発生している。また家庭菜園などの各種野菜の

食害や踏付けがあり、被害地域は全町に及んでいる。 

ヒ グ マ 家畜飼料や露地野菜の食害が発生している。 



 －2－ 

キ ツ ネ  近年、捕獲数が増加傾向にあることから、生息数は減少していな

いと推測される。 
畜産農家が保管している飼料などに被害や野菜農家が栽培してい

る露地野菜に被害が発生している。また家庭菜園などの各種野菜の

食害や踏付けがあり、被害地域は全町に及んでいる。 

カ ラ ス  町内全域に分布し、家畜飼料や家庭菜園などに被害が出ている。 

オットセイ  冬季から春季にかけて 沖合に来遊し、刺し網にかかった魚を

捕食し、併せて漁具を破るなどの被害が発生している。  
（３）被害の軽減目標指標 

鳥獣の種類 現状値（平成３１年度） 目標値（平成３３年度） 
被害面積 被害金額（千円） 被害面積 被害金額（千円） 

エ ゾ シ カ ３０７．３ha 約１６，２０８ ２９０ha １５，０００ 

アライグマ 町内全域 約１，６２０ 町内全域 １，５００ 

ヒ グ マ 町内全域 約２，５８１ 町内全域 ２，４００ 

カ ラ ス 町内全域 ４８ 町内全域 ４０ 

オットセイ 町内全域 
(１３件)４７１反 
２，２９３千円 

 
(８件)２８２反 
１，３７５千円 

（４）従来講じてきた被害防止対策 
 従来講じてきた被害防止対策 課   題 

捕獲等

に関す

る取組 ① エゾシカ 

緊急捕獲事業により有害駆除を実施。 

農業協同組合と 町とが、

地元猟友会の協力により有害駆除を実施し、補

助金を支出している。 

 

②アライグマ 

 箱ワナの設置による捕獲を実施している。 

 

 

 

 

 

③タヌキ 

 箱ワナの設置による捕獲を実施している。 

④ヒグマ 

人畜への危険性が発生した場合に、箱ワナを

設置している。 

 

⑤キツネ 

 農業被害や生活環境被害が出た場合に、箱ワ

ナによる捕獲を実施している。 

⑥カラス 

① エゾシカ 

捕獲補助金額の増額要

望が強い。 

緊急捕獲頭数の上限に

年度内に達してしまい、春

先に捕獲が停滞している。 

②アライグマ 

 捕獲頭数の増加に伴い、

焼却処分場の燃料代など

の経費負担が増加してい

る。また、焼却施設の老朽

化に伴い、改修、改築が急

務である。 

③タヌキ 

 アライグマと同じ。 

④ヒグマ 

 行動範囲が広く、調査し

ても居場所が特定できな

い。 

⑤キツネ 

 アライグマと同じ。 

 

⑥カラス 
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 農業被害や生活環境被害が出た場合に、地元

猟友会へ依頼し、銃器による捕獲を実施してい

る。 

⑦オットセイ 

 動物駆逐用煙火等で威嚇を実施している。 

 水中音波装置を導入し、追い払い実証検査を

実施している 

 住宅街近郊の内の場合

銃器による駆除が困難で

ある。 

⑦オットセイ 

猟虎膃肭獣猟獲取締法

により捕獲が禁止されて

いる。駆逐用煙火を短期間

で繰り返し使用すると音

に慣れてしまう。 

 

防護柵

の設置

等に関

する取

組 平成２５～２９年度にかけて町内の牧場へ

エゾシカの防護柵（１１７，９３０ｍ）を設置

した。 

防護柵の整備は農家

個々の対応のため、地域全

体としては効果が不十分

である。また、防護柵を設

置した圃場から違う圃場

にエゾシカの被害が移っ

た。 

（５） 今後の取組方針 
① エゾシカ 
エゾシカと住民生活との軋轢を軽減するため、これまでに講じてきた被害防止対

策と同様に、可猟期間以外の緊急捕獲の実施により、エゾシカの個体数を抑制する

とともに、防護柵等の設置に取り組む。また、農地周辺のヤブの刈り払い等を実施

する。 
② アライグマ 

 アライグマ等防除実施計画に基づき、「野外からの排除」を目指し、被害の

低減を図るため、箱ワナ等による捕獲を行う。また、防護柵設置によるアライグマ

の圃場侵入を防除する。 
③ タヌキ 

 タヌキを誘引するおそれのある廃棄物等の適正管理について、地域住民に普及啓

発を図る。 
 有害鳥獣駆除として猟友会による駆除を実施する。市街地周辺の駆除について箱

ワナ等による捕獲を行う。 
④ ヒグマ 
 捕獲に当たり、繰り返し出没する個体や人身事故の恐れのある個体のみ捕獲する。 
⑤ キツネ 
 キツネを誘引するおそれのある廃棄物等の適正管理について、地域住民に普及啓

発を図る。 
 有害鳥獣駆除として猟友会による駆除を実施する。市街地周辺の駆除について箱

ワナ等による捕獲を行う。  
⑥ カラス 
 有害鳥獣駆除として猟友会による駆除を実施する。 
⑦ オットセイ 
 猟虎膃肭獣猟獲取締法により捕獲が禁止されているため、動物駆逐用煙火等での

威嚇による追い払いや水中音波装置による追い払いの実証検査の継続実施及びその

他追い払い方法を 総合振興局ほか関係機関と検討する。 
 



 －4－ 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 
（１）対象鳥獣の捕獲体制  
鳥獣被害対策実施隊及び町職員等により捕獲する。オットセイにおいては法律に

より捕獲が規制されていることから威嚇による追い払いを行う。 
 

 
（２）その他捕獲に関する取組 

年  度 対象鳥獣 取 組 内 容       
平成３１年度   
平成３３年度   ①エゾシカ ・生息調査・捕獲の実施 

・防護柵等の設置 
・鳥獣捕獲許可従事者（従事ハンター）に対す

る負担の軽減 
・技術指導者育成研修会等の開催 

・狩猟免許の取得等に係る周知、育成支援 

②アライグマ ・生息調査・捕獲の実施 
・捕獲ワナの購入 

・防護柵等の設置 

④ヒグマ ・狩猟免許の取得等に係る周知活動の実施 
・焼却施設の建設 

⑤キツネ ・捕獲ワナの購入 

・焼却施設の建設 

⑥カラス ・狩猟免許の取得等に係る周知活動の実施 
・技術指導者育成研修会等の開催 

⑦オットセイ ・威嚇による追い払いの実施            
（３）対象鳥獣の捕獲計画 
捕獲計画数等の設定の考え方  
①エゾシカ 
地区別の捕獲箇所や捕獲実績頭数、また、さらに鳥獣捕獲許可従事者数等を勘案

し、年間捕獲計画数を設定する。 
 

②アライグマ 
 近年の捕獲実績を基礎に設定する。 
③タヌキ 
 近年の捕獲実績を基礎に設定する。 
 

④ヒグマ 
 人畜への危険性及び農作物の被害が発生した場合に限り捕獲するので、年間捕獲

頭数は設定しない。 
⑤キツネ 
 近年の捕獲実績を基礎に設定する。 
⑥カラス 
 近年の捕獲実績を基礎に設定する。 
⑦オットセイ 
 追い払いの実施のみ。 
 

 

 

～ 
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対象鳥獣 捕獲計画数等（年間捕獲計画頭数） 
平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

エゾシカ  
（可猟期間以外の期間） 

２，０００頭 ２，０００頭 ２，０００頭 

アライグマ １００頭 １００頭 １００頭 

タ ヌ キ ２００頭 ２００頭 ２００頭 

ヒ グ マ － － － 

キ ツ ネ ６０頭 ６０頭 ６０頭 

カ ラ ス ２００羽 ２００羽 ２００羽 

 

捕獲等の取組内容  
１年を通して町内一円で銃器・わな等により捕獲を実施する。 

 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 
圃場への侵入経路が多岐に渡るため、エゾシカの通行路にくくり罠を仕掛けても、

捕獲漏れが多発するため、農場主より依頼が有った場合には圃場付近で捕獲する。

また、圃場に連担する生息地での捕獲についてもくくり罠では効率が悪いためライ

フル銃による捕獲を必要とする。 
（注） 鳥獣被害対策実施隊員にライフル銃を所持させて捕獲等を行う場合には、そ

の必要性及び当該鳥獣被害対策実施隊員による捕獲手段、捕獲の実施予定時期、

捕獲予定場所等について記入する。 
 

（４）許可権限委譲事項 
対象地域 対象鳥獣 
‐ ‐ 

 
４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 
（１）侵入防止柵の整備計画 
対象鳥獣 整  備  内  容 

平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 
エ ゾ シ カ 設置する（ソーラーパネルによる電気柵の設置） 

（高さ 1.5ｍ 農家 1件 

 総延長 1.6㎞） 

（金網柵の設置） 

（高さ 2.26ｍ 農家 3件 

 総延長４㎞） 

設置する（ソーラーパネル

による電気柵の設置） 

（高さ 1.5ｍ 農家 3件 

 総延長 3㎞） 

設置する（ソーラーパネル

による電気柵の設置） 

（高さ 1.5ｍ 農家 3件 

 総延長 3㎞）      
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（２）その他被害防止に関する取組 
年  度 対象鳥獣 取  組  内  容 

 

平成３１年度 

 

平成３３年度 

エゾシカ 

アライグマ 

ヒグマ 

キツネ 

カラス 

鳥獣被害の拡大防止に向け、被害状況の確

認及び被害農家等に対する鳥獣被害防止知識

の普及活動 

オットセイ 
被害状況の確認及び鳥獣被害防止知識の普

及活動  
５．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれ

がある場合の対処に関する事項  
（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役 割  情報収集、現地の状況調査、有害鳥獣捕獲許可

申請、関係機関への周知、町民への啓発・周知等  緊急対応、住民の避難誘導   現地確認、捕獲、追い払い 

振興局 有害鳥獣捕獲許可、情報収集 

（注）１ 関係機関等には、都道府県、警察、市町村、鳥獣被害対策実施隊、猟友会
等の名称を記入する。    ２ 役割欄には、緊急時又は平常時において、各関係機関等が果たすべき役割
を記入する。    ３ 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる
おそれがある場合の対処に関して、規定等を作成している場合は添付する。  

（２）緊急時の連絡体制  
            交番 

  
              
出没・目撃情報            

 
            町    

 
                   

 
                  住宅街の場合（町内会、教育委員会他） 

 
 
 
 
 
 

～ 
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６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 
処理施設での焼却及び埋設等適正に処理する。  

７．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項 
食用・皮革として使用できるものは加工販売する。 

 
８．被害防止施策の実施体制に関する事項 
（１）被害防止対策協議会に関する事項 

被害防止対策協議会の名称 鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役   割 
 

エゾシカ・カラスの個体数調整に係る

支援、アライグマ捕獲処理、その他鳥獣

被害防止に係る総合調整及び協議会の連

絡・調整等 

 
エゾシカ個体数調整に係る支援、その

他鳥獣被害防止に係る調査活動等 

 
オットセイ他鳥獣被害防止に係る調査

活動等 

 民有林における被害防止対策 

 

エゾシカ・カラスの個体数調整に係る

従事ハンターの協力、ヒグマに係る町嘱

託ハンターへの協力、その他鳥獣被害防

止に係る駆除活動等 

鳥獣保護員 
鳥獣の生態などの専門的立場で被害防

止対策に助言を行なう。 

 
（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役    割 
 

管内のエゾシカによる農林業被害

の軽減を目的とする対策の連絡協議 

 

地域エゾシカ対策連絡協議会の主

宰及び事務局として、エゾシカ被害防止

技術の情報提供を行うとともに、有害鳥

獣全般の捕獲許可、指導を行う。 

 国有林の入林承認手続き等 

 農業被害の把握や情報提供 

 漁業被害の把握や情報提供 
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（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 
 鳥獣被害対策実施隊は、 で構成し、体制を整

備する。 

 
（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 
 － 

 
９．その他被害防止施策の実施に関する必要な事項 
 － 

 


